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1 はじめに 

 

 本手順書は、オフセット・クレジット登録簿システムを利用するための各種申請手続に関する

手順書です。口座保有者に対する手順書は、本手順書の他に、オフセット・クレジット登録簿シ

ステムの操作方法について説明した「オフセット・クレジット登録簿システム操作手順書（口座

保有者用・準備中）」があります。作業内容と参照する手順書の対応は、以下のとおりです。 

 

・図 1の①～⑤の作業を行う場合 

本手順書を参照してください。 

・図 1の⑥～⑧の作業を行う場合 

「オフセット・クレジット登録簿システム操作手順書（口座保有者用）」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 

 

2 オフセット・クレジット登録簿システムを利用するまでの流れ 

 

 図 1の①から⑤の手順で、口座の開設の申請を行ってください。申請書類が受理され、口座開

設が完了すると、オフセット・クレジット登録簿システム専用のユーザＩＤ及び初期パスワード

が記載された「口座開設完了通知書」が郵送にて通知されます。 

利用者
（口座保有者）

気候変動対策
認証センター

オフセット・クレジット
登録簿システム

①申請書ダウンロード
②申請書作成

③申請書送付

④受付⑤口座開設完了通知受領

登録情報
（口座情報、

クレジット情報など）

⑥口座情報参照
⑦移転明細照会
⑧残高照会
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3 申請が必要な手続一覧 

・口座開設の申請 

・クレジット無効化の申請 

・口座情報変更の申請 

・パスワード再発行の申請 

・ユーザＩＤ・パスワード再発行の申請 

・残高証明の申請 

・移転証明の申請 

・口座廃止の申請 

 

4 各種申請手続について 

 

4.1 各種申請手続の記載事項及び添付書類 

※ 各申請書の様式は以下のＵＲＬからダウンロードしてください。 

「http://www.4cj.org/jver/index.html」 

 

（１）口座の開設の申請 

口座開設の対象者は、「内国法人（日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人）、国（政府）、

地方公共団体」（以下、内国法人等）といたします。 

 

  ⅰ）申請書記載事項 

・ 口座の開設を受けようとする内国法人等の名称、住所（本店等の所在地）、代表者の氏

名、電話番号及びファクシミリ番号 

・ オフセット・クレジット（J-VER）の管理を行う部署の名称、住所、電話番号、ファク

シミリ及び電子メールアドレス 

・ 口座開設公開等への同意の有無 

 

  ⅱ）添付書類 

内国法人の場合 

・ 口座の開設を受けようとする内国法人の定款 

・ 口座の開設を受けようとする内国法人の登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの） 

・ 口座の開設を受けようとする内国法人の印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの） 

 

http://www.4cj.org/jver/index.html
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国、地方公共団体の場合 

・ 国、地方公共団体からの公文書 

 

  ⅲ）手数料 

・ 21,000 円（税抜 20,000 円） 

・ 消費税等は 5％で計算しておりますが、法改正によって税率が変更になった場合は、新

税率を適用いたします。 

・ 振込先 

みずほ銀行（金融機関コード：0001）神谷町支店（店番号：146） 

口座種別：普通 口座番号：1177006 

社団法人海外環境協力センター 気候変動対策認証センター 

シヤ）カイガイカンキヨウキヨウリヨクセンター キコウヘンドウタイサクニンシヨウセンター 

 

  ⅳ）備考 

・ 口座は、一の内国法人につき一つに限り開設を受けることができます。ただし、国、

地方公共団体においては、別途定める手続きにより、目的に応じた複数の口座を開設

することができます。 

・ 電子メールアドレスは個人が特定されることのないアドレスとしてください。 

・ 気候変動対策認証センターによるオフセット・クレジット（J-VER）登録簿口座の開設

後、口座番号、ユーザＩＤ、初期パスワードなど、オフセット・クレジット（J-VER）

登録簿システムを利用するための「口座開設完了通知書」を郵送にて通知します。 

 

（２）その他の手続 

準備中です。 

 

4.2 申請方法 

   ○気候変動対策認証センターに申請書及び添付書類を郵送する必要があります。 

   ○気候変動対策認証センターに送付する申請書に手数料の振込を証明するものを添付して

申請してください。 

○登記事項証明書及び印鑑証明書は発行後３ヶ月以内のものを提出してください。 

 

【気候変動対策認証センターへの提出方法】 

郵送による提出 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7階 N 
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社団法人海外環境協力センター内 気候変動対策認証センター 

宛てに、封筒に「オフセット・クレジット登録簿申請」と明記し、氏名、所属、役職、住

所、連絡先（電話番号、電子メールアドレス）を添えて提出願います。 

提出に関する着信確認の電話を除き、電話及び来訪による問い合わせ等は一切お受け致しか

ねますので、御了承ください。 

 

5 情報公開 

以下の事項は、希望する口座保有者についてのみ、ホームページ上で公開いたします。 

・ オフセット・クレジット（J-VER）登録簿の口座番号 

・ オフセット・クレジット（J-VER）登録簿の口座開設者（内国法人等）の名称 

・ オフセット・クレジット（J-VER）の管理を行う担当部署名、住所、電話番号及び電子

メールアドレス 

・ 「販売希望、購買希望」等の参加形態情報 

 


